
 

 

 

  

第２期 福岡県トラック運転手確保対策助成事業 
「物流の２０２４年問題」に取り組む中小トラック 

事業者の方を対象に、ドライバーの確保に向けた 

取り組みに必要な経費を一部助成します。 

会員事業者の皆様へ 

福岡県トラック協会からの【重要なお知らせ】 

●申請期間 

 令和８年５月１１日（月）から令和９年２月１０日（水）まで 

 ※先着順で受付を行い、申請受付期間内であっても予算額に達した場合は受付を終了

します。 
 

●助成対象となる事業者 

 県内に本社、支社、本店、支店又は営業所等を置く貨物自動車運送事業者 

 （中小企業及び小規模事業者に限る） 
 

●助成対象となる取り組み ※新たな取り組みに限る 

 ・職場環境整備に係る施設設備の導入等 

 ・ドライバーの確保に向けた職場環境の情報発信等 
 

●助成対象経費 

 下記の所定対象期間に助成対象となる事業に取り組み、支払いまで完了した経費 

 ※対象経費の具体例は次ページをご覧ください 

 ①第１期「福岡県トラック運転手確保対策助成事業」（令和７年１０月１日から１１月

１４日まで実施）で助成金の交付を受けていない事業者 

  令和７年４月１日から令和９年２月１０日まで 

 ②第１期「福岡県トラック運転手確保対策助成事業」で助成金の交付を受けた事業者 

  令和７年１１月１５日から令和９年２月１０日まで 
 

●助成内容 

 助成対象経費の２分の１以内（補助上限：５０万円） 
 

●助成金申請・お問い合わせ先 

 （公社）福岡県トラック協会 業務二課 TEL:092-451-7845 

 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-18-8 

 ※助成金の詳細、申請書様式については、下記の福岡県トラック協会 

   ホームページをご覧ください。 

   https://hearty.or.jp/pages/38/#block1082 
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こんな経費が対象になります！ 

このほか、「こんな経費は助成の対象になるのか？」などご不明な点がありま

したら、福岡県トラック協会までお尋ねください。 

申請の方法は？ 

 福岡県トラック協会のＨＰから申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記載

のうえ、必要書類を添付して福岡県トラック協会へ提出してください。 

 

※提出期限：令和９年２月１０日(水) １７時００分必着 

書留郵便又はレターパックのみ可 

取組の例示

・事務所・休憩施設の新築、内装の改修、

　LED照明・防犯カメラの導入など

・事務所・休憩施設への設備導入

・ドライバー求人に関する広報

（就職相談会への参加、ホームページ／SNS／

　動画作成・改修、パンフレット作成など）

・ドライバー求人に関するアドバイザー委託

・ユニフォーム製作

労働衛生環境の向上に向けた取組
・健康増進器具導入（マッサージチェアなど）

・メンタルヘルスチェックシステム構築

・テールゲートリフター、フォークリフト、

　ハンドリフト、レバーブロック、オートローダー

　など荷役作業改善につながる装置の購入

・空調服・水冷服、防風・防水ジャケット、

　安全靴などの購入

・スタッドレスタイヤ、ETC/ETC2.0、

　タイヤ空気圧モニタリングシステムなどの導入

・配車管理システム、予約受付システムなどの導入

職場環境改善のための取組

労働負担軽減につながる取組

輸送効率化につながる取組


